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取 得 因原 相続・遺贈・相続時精算課税に係る贈与該 当 す る 取 得 原 因 を ○ で 囲 み ま す 。
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号4番3目丁2与贈区〇〇都京東
888-1111

１６８５和昭

郎一続相

ウロチイグソウソ

男二 員務公

７９９９９９９９９９

号5番4目丁3産遺区〇〇都京東
987-3214

１７０６和昭
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ウロ゙シグソウソ
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告欄 数の人続相

表１第書の ）－（ ハイ

,000人,000 ロＡ

)(の⑥ ＝+
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記 て
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の額総の税続相⑩に分続相定法⑨の額総の税続相⑦に分続相定法⑥続相被し に人続相用
額税るなと基額金得取るず応額税るなと基額金得取るず応すま のと人名氏 たじ応

」表算速「の下）⑤×（」表算速「の下）⑤×（ ヘニるす
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１ ）額計合の⑩（）額計合の⑦（計合数の人続相定法
0000 ）て捨切満未円００１（）て捨切満未円００１（

に分続相定法

額金得取るず応
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×

相続税の速算表

税 率

⑥

⑦

⑥
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万円 万円

平
成

年

）

－３－Ａ４統一）20（資４－第２表（

転

平 ）7

27

分
以
降
用

（

2

以下

千円

－

％

以下

千円

千円

％

千円

以下

千円

％

千円

％

千円 千円

以下

千円

以下

千円

％

千円

以下

％

千円

千円

以下

％

千円

千円 千円

％

超

○ホ ○ヘ

.9

         

   200,000

郎太続相

  6003,000

5    38,000  4

  1
男二郎次続相

         000,006,5    38,000  4
  1

男長郎一続相

         000,008,51    76,000  2
  1

妻子花続相

         

   152,000    4,800 3

0,000,72
 3

         000,006,

00,003

000,71

40

000,002

000,7

30

000,001

000,2

20

000,05

005

15

000,03

10

000,01

000,27

55

000,006

000,24

50

000,006

000,72

45

0



第書算計の額減軽額税の者偶配 人続相被
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が額金の③（額１第（額金の用算計を額 配の表11第（額）額金の①の者 大りよ額金の②の者偶配の表 ）額金の②の者偶合場るす ）0はきといき）額金の

税課の
円※円円円円円

格価
,000

と基の減軽額税の者偶配額計合の格価税課額総の税続相 イ

）⑨÷⑧×⑦（額金るな）額金のの表１第（額金の方いな少かれずいち）額金のの表１第（ Ａ

円円円円

,00000

額度限の減軽額税の者偶配
）円－円（

円
額減軽額税の者偶配

。すまし記に欄」額減軽額税の者偶配「の者偶配の表１第を額金の)注( ハ

合場るあで人続相業農が人の外以者偶配２

の者偶配 円※）額金のの表３第（ Ａ
分続相定法

配ちうの額計合の格価税課

,000 円＝×円額当相分続相定法の者偶

円万、はに合場いなた満に円万が額金の記上

額金の用費式葬び及務債るす除控らか額価の産財割分の者偶配 額価の産財割分

減軽額税 金の）⑬－⑫（費式葬び及務債偶配の表11第（ 価の産財割分未
が額金の⑬（額１第（額金の用算計を額 配の表11第（額）額金の①の者 大りよ額金の⑫の者偶配の表 ）額金の②の者偶合場るす ）0はきといき）額金の

税課の
円※円円円円円

格価
,000

と基の減軽額税の者偶配額計合の格価税課額総の税続相 ニ

）⑲÷⑱×⑰（額金るな）額金のの表３第（額金の方いな少かれずいち）額金の⑦の表３第（ Ａ

円円円円

,00000

額度限の減軽額税の者偶配
（ ）円－円

円
額金のと額金の⑳（額減軽額税の者偶配 ホ

。すまし記に欄」額減軽額税の者偶配「の者偶配の表１第を額金の)注( ヘ

①

② ③ ④

⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑪

⑫ ⑬ ⑭

⑮ ⑯

⑰ ⑱ ⑲ ⑳

ヘ

ニ

ハ

イ

ホ 円）額金のの者偶配の表１第（）額金のの者偶配の表１第（

ロ）額金のの者偶配の表１第（）額金のは又の者偶配の表１第（ 円

第

この表は、①被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人のうちに農業
相続人がいない場合又は②配偶者が農業相続人である場合に記入します。

③

純資産価額に加
算される暦年課
税分の贈与財産
価額（第１表の
配偶者の⑤の金
額）

( ① － ④ ＋ ⑤ )
の金額( ⑤の金
額より小さいと
きは⑤の金額)
( 1 , 0 0 0 円未満
切捨て）

⑦

⑨ ⑩ ⑫

⑬

③

純資産価額に加
算される暦年課
税分の贈与財産
価額（第１表の
配偶者の⑤の金
額）

( － ＋ )
の金額( の金
額より小さいと
きは の金額)
( 1 , 0 0 0 円未満
切捨て）

⑪ ⑭ ⑮
⑮

⑮

⑩ ⑫

⑬

この表は、被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人

のうちに農業相続人がいる場合で、かつ、その農業相続人が配偶者以外の場合に記入します。

分
以
降
用

（

平
成

年
４
月

21

）

－６－１－Ａ４統一）20（資４－

転

転

の金額と⑥の金額のう

の金額と⑯の金額のう

）額金の方いな少かれずいちうの

額金のと額金の⑩（ ロ ）額金の方いな少かれずいちうの

第５表（平2 7）.9

   160,000,000   100,000,000
  2
  1   200,000

郎太続相

 16,000 16,000

    13,500,000

    13,500,000    13,500,000

    13,500,000   200,000   100,000,000     27,000,0

   100,000     1,500,000     1,500,000   101,500,000



第書細明のどな金険保命生 人続相被

９
表

どな金険保るれさなみとのもたし得取てっよに贈遺や続相１

亡死の約契険保害損、金険保命生るれさなみとのもたし得取てっよに贈遺や続相らか人続相被が人の他のそや人続相、は表のこ

。すまし入記をどな額金取受のそ、に合場たっ取け受をどな金済共命生の定特び及金険保

名氏の人取受額金取受日月年取受称名の等社会険保地在所の等社会険保

円

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

算計の額金るれさ税課２

。すまし入記、に合場たっ取け受をどな金険保命生が人続相てっよに亡死の人続相被、は表のこ

円○Ａ
の○の表２第 Ａ

数の人続相定法非の金険保

額度限税課 ×円万( ）。すまし入記に○の右を額金たし算計りよに人 Ａ

,000,000

③②①
額金税課非たっ取け受をどな金険保 額金税課

どな金険保たっ取け受 各人の①
× ）②－①（額金の名氏の人続相 ○Ｂ

円円円

○Ｂ
計合

○Ａ

分
以
降
用

（

平
成

年
４
月

21

）

第９表（ )一統４Ａ－01－02－４資(平2 ）

（ ）

7.9

郎次続相     3,750,000４２０３〃〃

郎一続相     3,750,000４２０３〃〃

子花続相     7,500,000４２０３
社会式株命生XX

３－２－
１町保生区〇〇都京東

郎太続相

             0    15,000,000    15,000,000

             0     3,750,000     3,750,000郎次続相

             0     3,750,000     3,750,000郎一続相

             0     7,500,000     7,500,000子花続相

005
    15

 3



第書細明の用費式葬び及務債 人続相被
13
表

細明の務債１ ）。すまし入記を額金び及名氏の人るす担負と細明のそ、ていつに務債の人続相被、は表のこ（

務債たし定確がとこるす担負細明の務債

日月年生発者権債 るす担負人るす担負
額金目細類種

額金名氏の限期済弁地在所は又所住称名は又名氏

円円・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

計合

及名氏の人るす担負と細明のそ、ていつに用費たし要に式葬の人続相被、は表のこ
細明の用費式葬２

。すまし入記を額金び

用費式葬たし定確がとこるす担負細明の用費式葬

先払支 るす担負人るす担負
額金日月年払支

額金名氏の地在所は又所住称名は又名氏

円円
・・

・・

・・

・・

・・

・・

計合

額計合の用費式葬び及務債３

）計合の人各（名氏の人たし継承をどな務債

円円円円円定確がとこるす担負
①債

務債たし

定確がとこるす担負
②

務債いないてし

務 ③）②＋①（計

定確がとこるす担負
④葬 用費式葬たし

式 定確がとこるす担負
⑤

用費式葬いないてし費

用 ⑥）⑤＋④（計

⑦）⑥＋③（計合

。すまし記に欄」額金の用費式葬び及務債「の人のその表１第を額金の欄⑦の人各１）注（

。すまし記れぞれそに欄び及、の表51第を額金の欄⑦び及⑥、③２ 353433

③

分
以
降
用

（

平
成

年
４
月

21

）

－Ａ４統一）14－20（資４－

転

転

第13表（平2 7）.9

     3,000,000

     3,000,000

     3,000,000

       750,000郎次続相

       750,000郎一続相

     1,500,000子花続相     3,000,000５２１９２
号4番2目丁

2町続相区〇〇都京東〇〇〇モレセ

郎太続相

       750,000

       750,000

       750,000

郎次続相

       750,000

       750,000

       750,000

郎一続相

     1,500,000

     1,500,000

     1,500,000

子花続相

     3,000,000


